
学校・社会教育関係団体等への講師派遣要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、熊本県博物館ネットワークセンター（以下「当センター」という。）

が有する熊本の自然や文化に関する専門的な知識や、資料等を学校又は社会教育のため

活用することを目的として、学校、社会教育関係団体等（以下「学校等」という。）から

当センターに講師の派遣依頼がなされた場合の手続に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（派遣の要件） 

第２条 学校等からの講師派遣に係る依頼内容が、次の各号の全てを満たす場合に限り、

職員を講師として派遣するものとする。なお、同一の学校等への派遣は、同一年度にお

いて２回を限度とする。 

(1) 資料の収集・整理・保管、調査研究、展示又は学習支援など当センターが行う博物 

館活動に関係するものであること。 

(2) 当センターの日常業務に支障がないこと。 

(3) 学校等の所在地又は活動の拠点が、本県内にあること。 

(4) 派遣に要する職員旅費、教材費等の費用を全て学校等が負担すること。 

(5) 営利を目的としないこと。 

(6) 政治的又は宗教的目的を有していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、熊本県博物館ネットワークセンター所長（以下「所長」と

いう。）が特に必要と認める場合は、学校等からの依頼の内容に応じて職員を講師として

派遣することができる。 

 

（派遣の申請） 

第３条 学校等において、講師の派遣を希望する者（以下「申請者」という。）は、派遣を

希望する日の２週間前までに講師派遣申請書（様式第１号）を所長に提出しなければな

らない。 

 

（派遣の承認） 

第４条 所長は、前条の規定による講師派遣申請の内容が適当と認められる場合は、講師

派遣決定通知書（様式第２号）により申請者に通知を行うものとする。 

 

附則 

この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



（様式第１号） 

 

講師派遣申請書 

  

平成  年  月  日  

 

熊本県博物館ネットワークセンター所長 様 

 

                 所在地 

                 団体名 

                 代表者                  印 

 

下記のとおり貴センター職員を講師として派遣してくださるよう申請します。 

なお、講師の旅費については当方で負担します。 

記 

１ 派遣希望日時  平成  年  月  日   時  分 ～   時  分 

 

２ 派遣場所 

 

３ 対象人数（学年等） 

人（    年生 ・ 一般 ） 

 

４ 内  容 

 

 

５ 派遣希望職員名（特定されてない場合は記入不要です。） 

 

 

６ 担当者氏名及び連絡先 

（氏  名） 

（電話番号） 

（ E-mail ） 

 

７ 打合せ希望日時 

  



（様式第２号） 

 

博セ第  号  

平成  年  月  日  

 

 （申請者） 様 

 

熊本県博物館ネットワークセンター所長     

 

講師派遣決定通知書 

平成  年  月  日付けで申請がありました講師派遣については、下記のとおり決

定いたしましたので通知いたします。 

記 

１ 派遣日時  平成  年  月  日  時  分 ～   時  分 

２ 派遣場所       

３ 内  容         

４ 派遣職員    

５ そ の 他  講師謝金は不要ですが、旅費負担が必要となります。 

 


